
              

明
治
32
年
、
屯
田
兵
の
入
地
と
と
も

に
剣
淵
村
が
置
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
変

遷
を
経
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

町
内
に
は
、
屯
田
兵
が
つ
づ
っ
た
開
拓

史
を
物
語
る
史
跡
や
建
造
物
を
は
じ
め
、

天
然
記
念
物
や
記
念
碑
が
数
多
く
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
伝
承
芸
能
と
し
て
の
屯

田
太
鼓
、
剣
淵
神
楽
も
貴
重
な
財
産
で

す
。 

 

こ
れ
ら
を
収
め
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
（
長
編
、

短
編
の
２
種
類
）
を
、
絵
本
の
館
で
、

図
書
と
同
じ
よ
う
に
貸
出
し
を
い
た
し

ま
す
。
多
く
の
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。 

▼
お
問
い
合
わ
せ
先 

絵
本
の
館
（
電
話
34
―
２
６
２
４
） 

     

                       

興
味
の
あ
る
方
は
、
お
気
軽
に
お
問

い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。 

▼
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
名
寄
出
張
所 

 

電
話 

０
１
６
５
４
―
２
―
３
９
２
１ 

 

住
所 

〒
０
９
６
―
０
０
１
１ 

 
 
 
 

名
寄
市
西
１
条
南
９
丁
目
45 

※
受
験
申
し
込
み
は
、
剣
淵
町
役
場
総

務
課
で
も
対
応
い
た
し
ま
す
。 

 

  

 

急
速
な
高
齢
化
の
進
行
に
対
応
し
、

高
年
齢
者
が
少
な
く
と
も
年
金
受
給
開

始
年
齢
ま
で
は
意
欲
と
能
力
に
応
じ
て

働
き
続
け
ら
れ
る
環
境
の
整
備
を
目
的

と
し
て
、「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定

等
に
関
す
る
法
律
」（
高
年
齢
者
雇
用
安

定
法
）
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
25

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
今

回
の
改
正
は
、
定
年
に
達
し
た
方
を
引

き
続
き
雇
用
す
る
「
継
続
雇
用
制
度
」

の
対
象
者
を
労
使
協
定
で
限
定
で
き
る

仕
組
み
の
廃
止
等
を
内
容
と
し
て
い
ま

す
。 

 
な
お
、
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
き
ま
し

て
は
、
お
近
く
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
又
は

北
海
道
労
働
局
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。 

〈
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
〉 

①
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
限
定
で

き
る
仕
組
み
の
廃
止
（
経
過
措
置
あ

り
） 

②
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
雇
用
す

る
企
業
の
範
囲
の
拡
大 

③
義
務
違
反
の
企
業
に
対
す
る
公
表
規

定
の
導
入 

④
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実
施
お

よ
び
運
用
に
関
す
る
指
針
の
策
定 

 

 自衛官候補生 

(男子) 
一般幹部候補生 

予備自衛官補 

(一般) 

予備自衛官補 

(技能) 

応募

資格 

18 歳以上 27 歳

未満 

(採用予定月の

1 日現在) 

20 歳以上 28 歳未満 

(平成 26年 4月 1日現在) 

※学士等取得状況により

異なります。 

18 歳以上 34 歳未満 

(平成 25 年 7 月 1 日現

在) 

18 歳以上 55 歳未満 

(平成 25 年 7 月 1日現在) 

※保有する国家資格等に

より異なります。 

受付

期間 

年間を通じて行

っています。 

平成 25 年 2 月 1 日(金)

～4 月 26 日(金) 

受付中～4 月 3 日(水) 

※締切日必着 

試験

日 

平成 25 年 2 月

16 日(土) 

平成 25 年 5 月 11 日

(土)・12 日(日) 

※12日は飛行要員希望者

のみ 

平成 25 年 4 月 12 日(金)～15 日(月)の間のいずれか

1 日を指定されます。 

 

高
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
等
に
つ

い
て 

剣
淵
町
の
歩
み
・
文
化
財
・
伝
承
芸
能

を
収
め
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
貸
出
し
に
つ
い
て 

 

教
育
課
社
会
教
育
グ
ル
ー
プ 

剣淵町で受付した義援金額 

■日本赤十字社北海道支部 
（住民課） 

2,881,256 円 
（1 月 20 日現在） 

■北海道共同募金会 

（社会福祉協議会） 

1,886,640 円 
（1 月 20 日現在） 

義援金受付期間 

平成25年 3月31日まで 

剣
淵
町
で
平
成
23
年
３
月
14
日
か
ら
平
成

25
年
３
月
31
日
ま
で
義
援
金
の
受
付
を
行
っ

て
い
ま
す
。
皆
様
か
ら
た
く
さ
ん
の
義
援
金
が

寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
心
か
ら
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。 

▼
日
本
赤
十
字
社
北
海
道
支
部 

剣
淵
町
役
場
住
民
課
（
日
赤
剣
淵
町
分
区
）
へ

直
接
、
義
援
金
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
受
領
書

を
発
行
い
た
し
ま
す
。
免
税
領
収
書
が
必
要
な

場
合
は
、
窓
口
で
申
し
出
い
た
だ
く
と
、
後
日

日
本
赤
十
字
社
か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
。 

▼
北
海
道
共
同
募
金
会 

剣
淵
町
社
会
福
祉
協
議
会
（
共
同
募
金
会
）
へ

直
接
、
義
援
金
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
受
領
書

を
発
行
い
た
し
ま
す
。 

 

自
衛
官
等
募
集
に
つ
い
て 


